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弟
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十
九
号

I

三
朝
町
立
へ
き
地
小
魔
詮
索
所
条
例
の
制
定
に
つ
S
て

次
の
と
お
豊
朝
町
立
へ
き
放
小
K
:
I
;
.
h
警
川
条
例
誉
制
定
す
る
こ
と
竺
い
て
､
地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
弟
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
讐
項
の
規
定
-
-
､
至
芸
の
こ
譲
決
を

求
め
る
｡昭

和
四
十
五
年
三
月
十
f
日

三

朝

町

長

　

　

衣

　

　

出

　

　

発

　

　

巳

栗
買
五
号
蕃
月
書
巻
日
　
原
奪
可
決

三
蔓
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慧
田
禎
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一

　

l

･

l

三
朝
町
条
例
第
　
　
　
号

三
朝
町
立
へ
貴
地
小
鹿
診
療
所
条
例

(
設
母
)

第
1
粂
　
医
療
法
　
(
昭
和
二
十
三
年
法
寧
第
二
首
五
号
)
　
第
五
条
の
二
及
び

地
方
自
治
法
　
(
昭

郭
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
二
百
四
十
四
条
の
二
緯
J
攻
の
規
定
に
よ
･
S
l
y
､
町
民
が
ひ

と
し
く
医
贋
を
受
け
る
こ
t
J
J
が
で
き
る
よ
う
に
t
J
.
:
草
地
診
疫
.
ア
態
設
履
す
る
っ

(
名
称
及
び
鹿
置
)

第
二
条
　
前
条
の
へ
き
地
診
療
所
の
名
称
及
び
任
.
思
綻
､
.
次
ハ
∵
･
J
キ
S
･
･
･
･
 
･
｡
す
る
(
-

名

　

　

　

称

　

　

　

　

　

　

　

j

　

　

　

　

　

　

位

　

　

　

l

甘

.

朝
町
立
へ
き
地
中
鹿
診

朝
町
大
字
東
小
康
千
五
百
六
十
九
番
地

(
任
務
)

弗
三
条
　
三
朝
町
立
へ
き
地
小
鹿
診
療
所
　
(
以
下
｢
へ
き
地
診
療
所
｣
　
と
S
う
｡
)
　
は
､
国
民
健

康
保
険
'
そ
の
他
社
会
保
険
の
主
旨
に
基
づ
き
､
酸
療
並
び
に
公
衆
再
生
の
向
上
及
び
健
康
増

シ



進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
｡

(
診
療
)

簾
四
条
　
へ
き
地
診
療
所
姓
,
へ
き
地
の
住
民
そ
の
他
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
診
療
を
行
を

ぅ

も

の

と

す

る

｡

一
.
健
康
診
断
及
び
健
康
相
談

二
　
療
車
の
指
導
及
か
相
談

三
　
診
察
､
処
置
及
び
治
療

四
　
轟
剤
の
撃
与
及
び
供
与

(
使
用
料
及
び
手
数
料
)

撃
且
条
　
前
条
の
診
療
を
受
け
た
者
に
対
し
て
は
使
用
料
又
堅
手
数
料
を
故
攻
す
る
｡

(
倭
用
科
の
額
)

第
六
条
　
使
用
料
(
蒜
差
金
空
言
C
以
↑
同
じ
｡
)
聖
顔
麿
罵
換
法
の
規
定
に
よ
る
標

章
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
(
昭
和
三
十
=
妻
ハ
月
厚
生
省
筆
不
第
盲
七
十
七
号
)
に

裁
定
す
る
　
診
療
報
酬
点
数
表
(
乙
)
に
基
づ
き
算
定
し
た
旗
と
す
る
｡
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一

(
手
数
料
の
怨
)

第
七
桑
　
手
数
料
の
痕
は
次
の
と
か
J
a
と
す
る
｡

t
　
普
通
診
断
書

二
　
死
亡
診
臨
書

三
　
健
康
.
蕗
翫
寄

田
　
死
体
槙
完
書

玉
.
変
死
体
改
案
書

六
　
生
命
保
険
加
入
診
断
書

七
　
生
命
保
険
受
嶺
診
断
書

五
十
万
円
ま
で

首
万
円
ま
で

l
千
万
円
ま
で

八
　
恩
給
診
断
書

九
　
刑
事
事
件
裁
判
用
診
断
書

t

通

に

つ

き

t

通

に

つ

き

一

過

に

つ

き

1

通

に

つ

き

1
　
通
に
つ
き

-

通

に

つ

き

一

遇

に

つ

き

二
'
通
に
つ
き

一

通

に

つ

き

-

通

に

つ

き

一

通

に

つ

き

二
首
円

三
百
円

二
百
円

五
首
円

千
円

六
百
円
　
(
往
診
丸
首
U
:
)

五
r
u
Z
R

七
盲
円

千
円

五
百
円

五
百
円



叶'5

十
　
猟
銃
空
気
銃
所
持
許
可
申
請
用
診
断
書
7
通
に
つ
き
､

十

l

　

そ

の

他

証

明

書

1

通

に

つ

き

二
首
円

首
円

(
覧
収
方
鋲
等
)

弟
入
籍
　
讐
パ
料
叉
は
手
数
料
の
徴
収
方
法
及
び
戒
額
又
は
免
除
に
つ
S
て
は
二
二
胡
町
警
i

讐
這
州
拾
望
撃
桝
使
用
料
等
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
　
号
)
望
芸
義
朗

に
:
　
:
･
J
J
　
■

(
T
.
;
i
.
心
p
∴
∵
､
∵
誉
:
I
.
問
)

第

九

条

　

誓

言

竺

祝

祭

日

､

1

月

二

日

か

ら

同

月

五

日

ま

で

の

日

及

び

十

二

月

三

十

言

霊
等
r
 
j
慧
貰
曜
日
､
水
確
日
及
び
金
曜
日
と
し
,
診
療
時
間
は
､
午
讐
時
か
ら
午
後

I

四
時
ま
で
と
す
る
o

(
職
員
)

輿
十
条
　
へ
}
k
U
地
診
療
所
に
次
の
頼
長
を
置
く
｡

7
　
時
和
三
十
八
年
四
月
言
鳥
取
県
知
事
と
締
唐
の
｢
診
療
所
診
療
委
託
契
約
書
｣
に
誓

う
-
医
師
及
び
嘱
託
医



与　ー

技
術
吏
員

事
務
吏
員

(
規
則
へ
の
委
任
)

第
十
一
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
閑
し
必
要
を
事
項
は
､
規
則
で
定
め
る
｡

附

､

則

(
施
行
期
B
I
)

-
　
こ
の
条
例
比
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
'
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
､

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
使
用
料
等
条
例
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
超
過
措
置
)

2
　
昭
和
三
十
六
年
六
月
七
日
中
部
厚
生
農
業
協
同
組
合
か
ら
誹
り
受
け
た
へ
き
地
出
張
診
讃

所
は
､
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
診
凍
原
と
を
少
､
同
J
･
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も

の
と
す
る
｡

5
　
こ
の
条
例
滝
行
の
際
､
へ
さ
地
出
張
診
療
所
に
現
に
勤
務
す
る
聴
鼻
比
､
こ
の
条
例
の
相



当
規
定
に
よ
少
勤
鞍
す
る
職
員
と
み
を
す
｡

4
　
こ
の
条
例
砦
の
療
'
-
決
定
さ
れ
て
い
る
辛
苦
竺
1
て
は
､
芸
,
芸
の
例

に

よ

る

.

/
り


